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がんばろう　日本！
がんばろう　栃木！
がんばろう　日本！
がんばろう　栃木！
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足
利
特
別
支
援
学
校

第
３
回 
学
校
見
学
会

　

足
利
特
別
支
援
学
校（
病
弱
）

で
は
、
11
月
9
日（
水
）に
高
等

部
、
11
月
10
日（
木
）に
小
・
中

学
部
の
学
校
見
学
会
を
行
い
ま

す
。
皆
様
の
お
い
で
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

　

本
校
の
教
育
活
動
に
つ
い
て

お
知
り
に
な
り
た
い
方
や
、
入

学
を
希
望
さ
れ
る
方
も
ぜ
ひ
お

い
で
く
だ
さ
い
。

●
期　

日

　

11
月
9
日（
水
）・
10
日（
木
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
０
時
30
分

●
会
場
・
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
立
足
利
特
別
支
援
学
校

　
（
足
利
市
大
沼
田
町
）
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労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間

　

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
期
間
で
す
。

　

労
働
者
が
安
心
し
て
働
け
る

よ
う「
労
働
保
険（
労
災
保
険
・

雇
用
保
険
）」の
加
入
手
続
き
を

さ
れ
て
い
な
い
事
業
主
の
方
は
、

労
働
基
準
監
督
署
又
は
公
共
職

業
安
定
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
『
１
人
で
も
雇
っ
た
ら
、
入

ろ
う
。
労
働
保
険
』

●
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
労
働
基
準
監
督
署
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小
山
公
共
職
業
安
定
所
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相

談

借
金
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　

財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮

財
務
事
務
所
で
は
、
借
金
問
題

の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

費
用
は
無
料
で
、
個
人
の
秘
密

は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。
相
談
を

お
聞
き
し
た
後
必
要
に
応
じ
法

律
専
門
家
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
は
「
お
気
軽
に
」
お
電
話

く
だ
さ
い
。

●
相
談
受
付
日
時

　

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
４
時
30
分

●
費　

用　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

　

財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮

財
務
事
務
所
（
代
表
）
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無
料
調
停
相
談
会

　

栃
木
、
小
山
調
停
協
会
で
は

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

栃
木
調
停
協
会

●
日　

時　

11
月
７
日（
月
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

●
会　

場

　

宇
都
宮
市
役
所

　

14
階
大
会
議
室

　

小
山
調
停
協
会

●
日　

時　

11
月
15
日（
火
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
会　

場

　

小
山
市
勤
労
者
福
祉
会
館

●
内　

容

　

交
通
事
故
、金
銭
の
貸
借（
消

費
者
金
融
、
そ
の
他
）、
土
地
・

建
物
の
問
題
、
相
続
、
扶
養
、

そ
の
他
民
事
・
家
事
に
関
す
る

一
切
の
相
談

●
費　

用　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

・
宇
都
宮
地
方
家
庭
裁
判
所

　

栃
木
支
部
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・
小
山
調
停
協
会

　
（
小
山
簡
易
裁
判
所
内
）
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全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局
と
栃
木

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く

す
運
動
」
期
間
中
の
11
月
14
日

（
月
）〜
20
日（
日
）の
１
週
間
を

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
て
、

配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
等
か
ら

の
暴
力
や
職
場
等
に
お
け
る
セ

ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
様
々
な
女

性
の
人
権
問
題
を
め
ぐ
る
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
強
化
週
間
中
は
、
女

性
の
人
権
問
題
に
詳
し
い
人
権

擁
護
委
員
が
担
当
し
ま
す
の
で

安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　
全
国
共
通
番
号（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
-０
７
０
-８
１
０

●
日　

時

　

11
月
14
日（
月
）〜
20
日（
日
）

●
時　

間

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７

時
ま
で
（
土
日
は
午
前
10
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
）

●
実
施
機
関

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局　

栃
木

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

法
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
た

と
き
に
は
法
テ
ラ
ス

●
法
テ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
-０
７
８
３
７
４

　
（
月
〜
金
曜
日　

午
前
９
時

〜
午
後
９
時
、
土
曜
日　

午
前

９
時
〜
午
後
５
時
）

　

法
的
な
困
り
ご
と
は
、
ま
ず
、

法
テ
ラ
ス
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

解
決
に
役
立
つ
情
報
を
提
供
し

た
り
、
法
律
相
談
の
窓
口
を
紹

介
し
ま
す
。
ま
た
、
資
力
の
乏

し
い
方
に
対
し
て
は
、
無
料
で

法
律
相
談
を
行
い
、
裁
判
、
調

停
、
交
渉
の
代
理
人
と
し
て
弁

護
士
・
司
法
書
士
を
依
頼
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査

の
う
え
、
弁
護
士
等
を
紹
介
し
、

そ
の
費
用
を
立
て
替
え
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

法
テ
ラ
ス
栃
木
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5

募

集

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
養
成
部
生
徒
募
集

　

国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

くらしの情報

広
報
し
も
つ
け　

23
･
11
月
号

こ
の
２
か
所
の
ほ
か
足
利
学
校
を
含
め
た
３
か
所
が
、
大
正
10
年
３
月
３
日
に
栃
木
県
で

最
初
に
国
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

答
え　
【
正
解
は
〇
】


